
第６回 東京都における国際スポーツ大会のガバナンス 

強化に向けた有識者会議  

次第 

 
 

日 時：2026年１月２０日 14時 00分～ 

場 所：東京都庁第二本庁舎 31階 

    特別会議室 22 

 

 
 

１ 挨拶 

 

２ 報告 

 (1)東京 2025 世界陸上競技選手権大会及び第 25 回夏季デフリンピック

競技大会東京 2025 の大会運営組織におけるガバナンスの取組状況

について 

 (2) 東京 2025世界陸上競技選手権大会及び第 25回夏季デフリンピック

競技大会東京 2025に関する取組状況について 

 

３ 総括・意見交換 

 



対応状況 対応内容 対応状況 対応内容

１.適切なガバナンスの確保

○財団設立に当たっては、外部有識者を含む委員で

構成する「2025年世界陸上競技選手権大会開催に

係る大会運営組織 設立時役員等候補者選考委員

会」を設置

○ろうあ連盟デフリンピック運営委員会委員の選任

にあたっては、外部有識者を含む委員で構成する

「運営委員会運営委員選考委員会」を設置

○理事の退任意向を受けて新たに役員を選任するた

め、2024年4月20日の評議員会において、弁護士や

公認会計士などで構成した「公益財団法人東京

2025世界陸上財団役員等候補者選考委員会」を財

団に設置

〇委員の追加・変更に際しては、当該委員会を開催

○役員等の選任に係る考え方や基本方針、役員等に

求められる資質、男女双方の割合を40％以上、外部

理事の割合を25％以上とすることなどを定める「設

立時 役員等選任方針」を策定・公表

〇2024年5月7日「公益財団法人東京2025世界陸上

財団　役員等選任方針」を策定・公表

○運営委員の選任に係る考え方や基本方針、委員に

求められる資質などを定める「デフリンピック運営

委員選考規程」を策定

【努力目標割合】

①障害当事者委員の割合40％以上

②女性委員の割合40％以上

③外部委員の割合25％以上

○役員等の選任理由等に関する情報を公表 ○委員の選任理由等に関する情報を公表

○「設立時 役員等選任方針」及び「公益財団法人

東京2025世界陸上財団 役員等選任方針」におい

て、役員等に共通して求められる資質として、コン

プライアンス意識が高く、風通しの良い健全な組織

風土の形成に理解等があることを規定し、候補者を

選任

また、着任時及び年１回のコンプライアンス研修に

加え、四半期ごとにコンプライアンスチェックシー

トを実施し、財団のコンプライアンス基本方針、役

員等行動規範及び役員等の義務・責任等コンプライ

アンスの推進に関する共通認識を深化

〇「デフリンピック運営委員選考規程」において、

委員に共通して求められる資質として、コンプライ

アンスに関する知識等を有することを規定し、風通

しの良い健全な組織風土の形成に理解等がある候補

者を選任

また、コンプライアンス推進にかかる基本方針、教

育研修計画等を年内に策定し、コンプライアンスの

推進に関する共通認識を深化

○役員等が、法令等の遵守はもとより公正で責任あ

る行動をとるよう「 役員等行動規範」を策定し、

公表

○運営委員等が法令等の遵守はもとより公正で責任

ある行動をとるよう「役員等行動規範」を策定し公

表

〇役員等行動規範をはじめ、法令並びに定款、当財

団各種規程等を遵守し、公正かつ誠実に職務を全う

することの誓約書を策定し、公表

○役員等行動規範をはじめ、法令並びに定款、各種

規程等を遵守し、公正かつ誠実に職務を全うするこ

との誓約書を策定し公表

○就任時に役員等から誓約書を徴取 ○運営委員等から誓約書を徴取

○理事会は「設立時 役員等選任方針」及び「公益

財団法人東京2025世界陸上財団 役員等選任方

針」に基づき、必要不可欠かつコンパクトで機能す

る規模により運営

○運営委員会は「デフリンピック運営委員選考規

程」に基づき、必要不可欠かつコンパクトで機能す

る規模により運営

【役員等規模】

理事１０名、監事２名、評議員３名

＊コンプライアンス担当理事、ガバナンス担当理事、広報・

PR担当理事、セーフガーディング担当理事を設置

①女性委員の割合47％

②外部委員の割合67％

【運営委員会委員規模】

委員８名

①障害当事者委員37.5％

②女性委員の割合50％

③外部委員の割合75％

○「コンプライアンス規程」を策定 〇「コンプライアンス規程」を策定

○毎年度、コンプライアンス推進計画を策定し、令

和５年度はコンプライアンス委員会を３回、令和６

年度は２回開催、令和７年度においても同委員会を

２回以上開催予定

○毎年度、コンプライアンス推進計画を策定し、令

和５年度及び令和6年度はコンプライアンス委員会

を３回開催、令和7年度においても同委員会を3回開

催予定

○コンプライアンス委員会の運営内容は会長に報告

し、理事会に対して助言・提言を行う仕組みを構築

〇コンプライアンス委員会の検討内容は理事会に報

告するとともに、理事会に対して助言・提言を行う

仕組みを構築

○コンプライアンス委員会は、コンプライアンス強

化のため、意見交換を実施するなど、監査室と密に

連携し、情報共有等を実施

〇コンプライアンス委員会は、コンプライアンス強

化のため、意見交換を実施するなど、監査室と密に

連携し、情報共有等を実施

組織運営上の重要な意思決定や業務執行に係る権限を有する理事等が、組織全体の運営改善に不断に取り組むとともに、その権限を適切に行使できるように適切な体制整備を行うことが重要である。

（ア）

外部専門家を含む、多様な委員で構成された役

員等選考委員会設置

対応済 対応済

大会運営組織のガバナンス

チェックリスト

①    大会運営組織における適切な役員等の選任と体制整備

（イ）

外部理事・女性理事の目標割合、各役員の役割

などを定めた、役員等の選任を行うための方針

（役員等選任方針）の策定及び選任理由等に関

する情報の公表

対応済 対応済

（ウ）

各理事等が風通しの良い組織風土の形成やリスク

管理などの基本的役割、職責、関係法令等を認

識するような、行動規範の策定及び就任時の誓

約書の提出並びに行動規範・誓約書の公表

対応済 対応済

　コンプライアンスの確保は、ガバナンスの基盤となるものである。コンプライアンスを確保していくためには、コンプライアンス委員会の設置等による体制整備に加え、組織に関わる役職員等が、コンプラ

イアンスに係る知識を習得するとともに、風通しの良い組織風土の形成を通じてその実効性を高めるなどの意識啓発が重要である。

（ア）

コンプライアンス委員会を組織内に設置
対応済 対応済

（エ）

機動的な業務執行の視点に立った理事会等の適

正な規模を検討

対応済 対応済

②    継続してコンプライアンスを確保するための仕組みの整備

（イ）

コンプライアンス委員会と監事等の間で相互に

適切な情報共有が行える体制の構築

対応済 対応済

東京2025世界陸上競技選手権大会・大会運営組織 第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025・大会運営組織
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対応状況 対応内容 対応状況 対応内容

大会運営組織のガバナンス

チェックリスト

東京2025世界陸上競技選手権大会・大会運営組織 第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025・大会運営組織

○コンプライアンス基本方針に基づき、令和７年度

コンプライアンス推進計画を策定

〇事業団コンプライアンス基本方針等に基づき、令

和７年度コンプライアンス推進計画を策定

○役職員等に対して、着任時及び年１回のコンプラ

イアンス研修を実施

○年度研修計画を策定し、役員に対しては年１回、

職員に対しては年5回コンプライアンス研修を実施

○四半期ごとのチェックシートによるコンプライア

ンス遵守状況の確認を求め、理解促進及びコンプラ

イアンス気運を醸成

○チェックリストによりコンプライアンス遵守状況

を確認するなど、理解促進及びコンプライアンスに

係る気運を醸成

○公益通報処理要綱を策定し、通報者保護について

規定
○公益通報規程において、通報者保護について規定

○内部通報窓口に加え、法律事務所による外部通報

窓口を併用。外部通報窓口に男女を配置し、対応者

を選択できる体制や匿名による通報を可能にするな

ど、通報しやすい仕組みを構築

〇内部通報窓口に加え、法律事務所による外部通報

窓口を併用。外部通報窓口に男女を配置し、対応者

を選択できる体制や匿名による通報を可能にするな

ど、通報しやすい仕組みを構築

（運営委員会は手話対応も実施）

○財務規程、契約・調達委員会設置要綱及び契約・

調達案件等に係る理事会への付議基準を策定

〇事業団財務規程のほか、財務契約検討会運用規程

を策定

○工事、設備、物品、役務等の契約・調達業務が円

滑かつ合理的に行われるため、これらに関する手続

きを定める契約・調達規則及び契約・調達細則を策

定

○事業団契約事務要綱に基づき、工事、設備、物

品、役務等の契約・調達業務を円滑かつ合理的に実

施

○契約・調達行為の公正性、経済性及び透明性の確

保を図るため、外部委員（弁護士、公認会計士）が

参画する「契約・調達委員会」を設置

〇適正な契約手続を担保し、ガバナンスを確保する

ため、「財務契約検討会」を設置するとともに、弁

護士に相談できる体制を構築

○外部からの重層的なチェックを実施するために、

外部委員が参画する「契約・調達管理会議」 を東

京都・日本陸上競技連盟・東京2025世界陸上財団

で共同設置

〇外部からの重層的なチェックを実施するために、

外部委員が参画する「契約・調達管理会議」 を東

京都、ろうあ連盟、運営委員会及び東京都スポーツ

文化事業団で共同設置

（ウ）

マーケティング業務の委託等に関する方式の検

討経緯や選択理由等の公表

対応済

〇「スポンサーシップ販売方針」において、財団に

よる直接販売を行い、 カテゴリーごとに公募のう

え、協賛金額による入札を実施（入札額が大きい企

業を選定）することを明記

〇スポンサー契約にあたっては、外部有識者も含む

財団内の契約・調達委員会及び東京都・日本陸上競

技連盟・東京2025世界陸上財団で共同設置する契

約・調達管理会議において、入札前・入札後の状況

を確認し、契約手続きの妥当性・公正性を担保した

うえで、全件を理事会で決定し、契約者及び入札参

加者数を公表

対応済

〇「協賛要綱」や「企業及び団体等との対応指針」

を策定し、コンプライアンスを遵守しながら募集等

の手続きを実施

〇協賛契約に当たっては、外部有識者も含む都・連

盟・運営委員会・準備運営本部の四者で構成される

契約・調達管理会議での確認を経ることで、契約の

手続等の公正性、公平性及び透明性を担保したうえ

で、契約を締結し、契約者の概要及びカテゴリを公

表

○監査室を中心に、監事・会計監査人が密に連携し

た三様監査体制を構築し、監査機能を強化

〇監査室を中心に、監事・監査法人が密に連携した

三様監査体制を構築し、監査機能を強化

○四半期に一度、監事、会計監査人及び監査室でリ

スク認識や監査状況等について三様監査意見交換会

を実施

〇年２回、監事、監査法人及び監査室でリスク認識

や監査状況等について意見交換を実施

（オ）

不正の未然防止、早期発見のためのリスクアプ

ローチの監査手法の導入

対応済

○監事、会計監査人及び監査室の三者がそれぞれリ

スクを評価し、リスクが高いと想定される事項を優

先して監査を実施

対応済

○監事、監査法人及び監査室の三者がそれぞれリス

クを評価し、リスクが高いと想定される事項を優先

して監査を実施

○公平性・公正性を確保するため利益相反管理規程

を策定

〇公平性・公正性を確保するため、利益相反マネジ

メントポリシーを策定

○利益相反取引等の適用対象者、基本原則及び管理

体制等について規定

○利益相反取引等の適用対象者、基本原則及び管理

体制等について規定

（イ）

人材登用における、専門性を有する人材の直接

雇用の活用等、民間企業からの出向者受入れに

頼らない工夫。出向者を活用せざるを得ない場

合における、ポストや業務内容、権限の公表等

対応済

○専門人材の直接雇用については、R6.4.1以降順次

採用を実施。民間企業等からの出向者受入れについ

ては、「高度人材受入制度」を構築。必要性を精査

した上で、利益相反等の審査等を行い、受入れ後に

は、業務内容及び権限等を公表

対応済

〇R6.4.1以降順次固有職員の採用を実施

〇採用等に当たっては、コンプライアンス統括責任

者及び外部有識者で構成される利益相反マネジメン

ト委員会において、採用や配置についての適正性等

を審査

○理事会等から独立した第三者審査委員会を設置
〇理事から独立した利益相反マネジメント委員会を

設置

○契約・調達や職員採用等の実施に当たって利益相

反の該当性がある場合、第三者審査委員会が必要な

調査を行い、適正性等を審査

〇契約・調達や職員採用等の実施に当たって利益相

反の該当性がある場合、利益相反マネジメント委員

会が必要な調査を行い、適正性等を審査

（ウ）

就任時・採用時を含む役職員等への継続的なコ

ンプライアンス教育や職場における意識啓発に

向けた取組の実施

対応済
対応済

国際スポーツ大会は、大きな社会的影響力を有する、公共性の高いものであり、また多くのステークホルダーから協賛金、寄附金等の資金も受領して活動しており、その資金を管理する大会運営組織のガバナ

ンスの整備においては、公正妥当と認められる会計の原則にのっとった会計処理を行うことが重要である。

（ア）

契約・調達制度の構築
対応済 対応済

（エ）

通報者の保護に配慮し、通報しやすい仕組みを

備えた内部・外部の窓口設置

対応済 対応済

③    適切な計画･予算･契約･調達についての内部統制･外部チェックの仕組みの構築

（イ）

契約と調達を、収入・支出の両面において事

前・事後に内容・プロセス等を監督する、外部

の専門家を含む契約・調達管理委員会を設置

対応済 対応済

（エ）

内部監査、監事監査、会計監査人監査の連携に

よる「三様監査体制」の構築（特に内部監査部

門と監事・会計監査人が連携できる仕組みの構

築）

対応済 対応済

④利益相反に伴う問題の防止

　利益相反取引の適切な管理は、法令上求められる遵守事項である。利益相反取引が組織の利益や公正性を損なう問題を防ぐことが、大会運営組織のガバナンス上、重要である。

　特に、企業等からの出向者受入れに関しては、当該出向者が有する高度な専門性を大会準備等に生かせる一方、利益相反問題が生じるリスクを内包することから、適切な対応が求められる。

（ア）

国際スポーツ大会の特性等を踏まえた利益相反

取引に関する規程の制定

対応済 対応済

（ウ）

利益相反の該当性をチェックできる仕組みの構

築

対応済 対応済
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対応状況 対応内容 対応状況 対応内容

大会運営組織のガバナンス

チェックリスト

東京2025世界陸上競技選手権大会・大会運営組織 第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025・大会運営組織

○役職員から着任時に利益相反に関する自己申告書

を徴取

○役職員から着任時に利益相反に関する自己申告書

を徴取

○役職員に対してコンプライアンス研修を実施する

とともに、四半期ごとに利益相反管理チェックシー

トにより遵守状況を確認

○役職員に対してコンプライアンス研修を実施する

とともに、四半期ごとに利益相反管理チェックシー

トにより遵守状況を確認

○ガバナンス担当理事及び外部有識者で構成される

第三者審査委員会において、利益相反取引等に該当

する恐れがある場合等は、当該案件の適正性等を審

査

〇コンプライアンス統括責任者及び外部有識者で構

成される利益相反マネジメント委員会において、利

益相反取引等に該当する恐れがある場合等は、当該

案件の適正性等を審査

（ア）

法定事項に加え、理事会の意思決定プロセス

等、組織の重要な決定や世の中の関心の高い事

項に関する、積極的な情報発信

対応済
○法令に基づき開示が求められる情報以外について

も主体的に開示（理事会議事録等）
対応済

○法令に基づき開示が求められる情報以外について

も主体的に開示（理事会議事録等）

○都の条例に準じて、情報公開規程を策定
〇都の条例に準じた、事業団情報公開要綱に基づき

実施

○非開示の場合は非開示理由を記載するよう規定 〇非開示の場合は非開示理由を記載するよう規定

（ウ）

非公開情報についても、情報公開とは別の方法

で、その公正性を担保できる仕組みを構築

対応済

○ガバナンス担当理事及び外部有識者から構成され

る第三者審査委員会において、開示請求に係る非開

示情報の業務の妥当性を審査できる仕組みを構築

対応済

〇情報開示に関しての知識等のある者や外部有識者

から構成される情報公開審査会において、開示請求

に係る非開示情報の業務の妥当性を審査

○不祥事発生時の報告体制及び調査体制等をコンプ

ライアンス規程に明記

〇不祥事発生時の報告体制及び調査体制等をコンプ

ライアンス規程に明記

〇個々のリスクの発生可能性や影響力、対応策等に

ついて危機管理マニュアルを策定

〇個々のリスクの発生可能性や影響力、対応策等に

ついて危機管理マニュアルを策定

○役員等懲罰規程、職員懲罰規程、役員等懲罰指

針、職員懲罰指針等を策定

〇処分事由、処分内容は事業団就業規則に明記。処

分手続等について懲戒審査委員会要綱を策定

○コンプライアンス研修等で組織内に周知 〇コンプライアンス研修を実施し組織内に周知

その他大会の特性等を踏まえ必要と認められる

取組
対応済

○職員が、法令等を遵守し、公正で責任ある行動を

とるよう「職員行動規範」を策定し、公表
対応済

〇職員が、法令等を遵守し、公正で責任ある行動を

とるよう「職員行動規範」を策定し、公表

２.国際スポーツ大会を通じ東京の発展に寄与

国際スポーツ大会を通じ東京の発展に寄与 対応済

○2023年11月に「世界最高峰の大会に直接触れる

機会」「東京ブランドの発信」等、東京の発展に寄

与する観点を盛り込んだ開催基本計画を策定

➡実施した取組内容については別紙にて説明

対応済

○ 2023年11月に「世界に、そして未来につながる

大会へ」「”誰もが個性を活かし力を発揮できる”共

生社会の実現」等、東京の発展に寄与する観点を盛

り込んだ開催基本計画を策定（取組の具体化に向け

て準備を進めている）

➡取組内容については別紙にて説明

３.都民と共に大会を作り上げていくため参画機会を確保

都民と共に大会を作り上げていくため参画機会

を確保
対応済

○2023年11月に「アスリートを中心にすべてのス

テークホルダーが主役として大会運営に参画」する

ことを明記した開催基本計画を策定

➡実施した取組内容については別紙にて説明

対応済

○ 2023年11月に「あらゆる人が協働した大会運営

や子どもたちの参画など、多様な視点を大切にした

大会運営をめざす」と明記した開催基本計画を策定

（取組の具体化に向けて準備を進めている）

➡取組内容については別紙にて説明

（イ）

都の条例に準じた情報公開制度を導入する等、

公開を基本としつつ、非公開とする必要がある

情報については、その理由を含め考え方を丁寧

に説明

対応済 対応済

（エ）

利益相反取引に関し、役職員への継続的な教育

や取引の適正性を管理できる仕組みの構築

対応済 対応済

⑧その他大会の特性等を踏まえ必要と認められる取組

⑦懲罰制度の構築

　役職員等に対して、法令、定款・規程等の内規、行動規範等を遵守させ、大会運営組織における秩序維持を図るためには、違反行為を対象とする懲罰制度の構築が重要である。

禁止行為、処分対象者、処分内容及び手続等に

関する、実効性を備えた懲罰規程の策定及び周

知

対応済 対応済

⑥危機管理及び不祥事対応体制の構築

　大会運営組織は、公共性を有する組織としての強い自覚を持ち、不祥事又はその疑いを察知した場合は、速やかに調査を行い、確かな再発防止を図る責務がある。

危機管理マニュアルを策定した上での、有事の

ための危機管理体制の構築及び不祥事発生時の

最適な調査体制の構築並びに大会運営組織の解

散後も含めた、具体的な対応方針等に係る関係

当事者間の事前整理

対応済 対応済

⑤情報公開の仕組みの構築

　都が関与する国際スポーツ大会は、大きな社会的影響力を有する、公共性の高いものであると考えられる。その大会運営組織が開示する情報は、都民との信頼関係を醸成するために、重要である。
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世界陸上・デフリンピックに関する主な取組について 別 紙

両大会を通じた都と大会運営組織との連携した取組

・ 両大会の開催を通じて、スポーツの力で新たな東京の未来を切り拓いて

いくため、目指す姿を「ビジョン2025」として取りまとめ（2023年２月）

・ 両大会の開催基本計画の策定の段階から、ガイドラインに記載の視点

（東京の発展に寄与・参画機会の確保）や「ビジョン2025」の 実現に

向けた都と連携した取組を反映（2023年11月）

・ ビジョンの実現に向け、両大会を通じて取り組んでいく方向性や主な

   内容をまとめた指針として「ビジョン2025アクションブック」を策定

（2024年１月、2025年 １月バージョンアップ）

・ ユニバーサルコミュニケーション（ＵＣ）技術の普及や子供たちの参画

など、両大会におけるこれまでの取組や大会を通じて得られた成果を、

   レガシーとして取りまとめ、公表予定

全て都

（説明者）



① 国際スポーツ大会を通じ東京の発展に寄与

・ 大会のマラソンコースには、東京の魅力や歴史、文化などを感じることが
できる観光名所を回るコースを設定。沿道では江戸文化を発信するため、

   浮世絵のフラッグを掲出し、街を装飾するなど効果的にプロモーションを実施

・ 持続可能な航空燃料「SAF」の原料となる廃食用油の回収、次世代型太陽電池
「Airソーラー」、バイオ燃料、スタートアップの暑さ対策技術等、環境先進
技術の活用により、多様な人々の大会への参画など、持続可能な大会を実現
【ワールドアスレティックス（WA）の持続可能性評価において世界陸上として

     初の最高評価（プラチナ）を獲得】

・ 大会期間中、国立競技場外構部のステージや都立明治公園において、アスリート
   によるトークショーや江戸文化を感じられるパフォーマンス、スポーツ体験など、
   大会を盛り上げるイベントを開催し、国際大会ならではの賑わいを創出

【来場者数：10万人以上】

・ 来日中の海外メディアを対象に、神田川・環七地下調節池、アニメ東京ステー
   ション、タカラ湯など、最新技術から歴史・文化まで東京の魅力を体験できる
   ツアーを実施し、東京の多様な魅力をＰＲ【参加者数：29か国、114名】

【世界陸上】

全て都

（説明者）



② 都民と共に大会を作り上げていくため参画機会を確保

・ 都内全小学校にリレー競技で使用するバトンを寄贈する「バトンプロジェ
クト」をワールドアスレティックス（WA）が展開するKids’Athletics
プログラムと連携し実施

  ・ 大会期間中の国立競技場で、小学生に対して、アスリートによる陸上教室や
トラックにおける短距離走体験などの機会を提供する「見て、学んで、走り
だせ！世界陸上リアル教室」を実施。大会前にも同様の短距離走を含む
「国立競技場特別スタジアムツアー」を実施【延べ154校、約１万人】

・ 会場での観戦を通じて、子供たちにスポーツの素晴らしさや夢と希望を
     届けるため、競技観戦に招待【参加者数：約4.9万人 引率者含む】

  ・ 中高生が記者として選手等へ取材を行い発信する「こども記者プログラム」
     や、メダルセレモニー時にメダリストをステージ裏までエスコートする

「バックステージナビゲーター」などの取組を実施し、子供たちが直接大会
運営等に参画する機会を提供

・ 年齢、国籍、障害の有無等を問わず、幅広い人材がボランティアとして
     活躍できる機会を提供【参加者数：2,858人】

【世界陸上】

全て都

（説明者）



① 国際スポーツ大会を通じ東京の発展に寄与

・ 全国キャラバン活動では、全国87ヶ所での大規模イベント開催やキャラバンカー
によるＰＲ巡回を実施。デフリンピックの認知度向上や、デフスポーツの普及

   啓発を通じ、共生社会の実現に寄与

・ デフリンピックスクエアにＰＲブースを設置し、東京の観光情報やアニメ文化
   などの様々な魅力を紹介。選手・関係者やボランティアへ無料入浴券を配布

し、銭湯利用を促進

・ メダル製作にあたり、伝統工芸士を含む東京の熟練職人の技術を活用し、精
巧なデザインを実現。メダルリボンは、日本の伝統的な模様を組み合わせ
たデザインで、「東京くみひも」により、手作業で製作、「藍鉄色」という

   江戸時代の人が好んでいた色を使用することで江戸東京の文化を発信

・ 表彰式で使用する表彰台やメダルトレイをリサイクル可能な材料で制作する
とともに、人や社会、環境のことを考えた「エシカル消費」の普及・啓発に

   向け、子供観戦事業の参加者とボランティアを対象に、環境に配慮した素材
で制作したグッズを配布

・ 大会の情報保障や競技観戦など様々な場面でＵＣ技術を活用し、有用性をＰＲ。
都立施設や鉄道駅等への技術導入を推進し、ＵＣ技術の社会普及を促進

【デフリンピック】

全て都

（説明者）



② 都民と共に大会を作り上げていくため参画機会を確保

・ 全国キャラバン活動における学校キャラバン（ろう学校等の児童生徒に対する
   体験学習）では、小中学校、ろう学校を含む特別支援学校を対象に、デフアス
   リートや手話言語指導講師等を派遣し、手話言語やデフスポーツの体験機会を
   提供することにより、子供たちの学びと成長に寄与【参加者数：5,446人】

・ 障害の有無や年齢などに関わらず、多様な人々がボランティアとして活躍できる
   機会を提供。多様な人々が協働することを通じて、共生社会への理解を促進
   【参加者数：2,959人】

・ 会場での観戦等を通じて、子供たちにスポーツの素晴らしさや夢と希望を届ける
   ため、競技観戦・体験活動に招待
   【参加者数：約５万人 引率者含む】

・ 選手入場時のエスコートキッズやハイタッチキッズ、表彰式のトレイベアラー
   として、都内全てのろう学校の生徒などが、大会運営に参画

・視覚的に応援を届けることができる「サインエール」をろう者やデフアスリートと
ともに新たに開発。大会時には日本代表が出場する試合やメダルセッションを中心に
応援団を派遣。多くの観客がサインエールで選手を応援し、活躍を後押し

【デフリンピック】

全て都

（説明者）
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